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キャリア形成プログラム運用指針 

 

１．地域枠 

（１）地域枠の位置付け 

ア 本指針において、「地域枠」とは、「大学医学部において、卒業後に一定期間、都

道府県内で医師として就業する意思を有する学生を選抜するための各種制度の総称」

をいい、以下を包括した概念である。 

① 平成 20 年度以降の臨時定員増に伴い各大学に設定された、卒業後に一定期間、

都道府県内で医師として就業する契約を当該都道府県と締結し、都道府県から修

学資金の貸与を受けることを要件とした定員枠 

② 都道府県が独自に設定した、卒業後に一定期間、都道府県内で医師として就業

する契約を当該都道府県と締結することを要件とした定員枠（修学資金の貸与の

有無を問わない） 

③ 市町村、大学等が独自に設定した、卒業後に一定期間、都道府県内（より限定

的に、当該市町村内や大学等とされている場合も含む。）で医師として就業する

契約を当該市町村、大学等と締結することを要件とした定員枠（修学資金の貸与

の有無を問わない） 

イ 本指針において、「地域枠医師」とは、地域枠に係る契約を都道府県等と締結し

た上で大学を卒業した医師であって、当該契約に定められた都道府県内での就業期

間中にある者をいう。 

 

（２）地域枠の選抜方法 

平成 20年度以降の臨時定員増に伴う定員枠（（１）のアの①）については、医師確

保が必要な地域等に医師を配置・確保することを目的として措置されたものであり、

医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 79 号）の衆議院附帯決議

において、「地域医療に志のある学生の入学を推進し、地域枠の医師を当該地域に確

実に定着させる観点から、地域枠については、地域枠以外の入試枠と峻別した上で学

生の募集を促すことによって必要な学生の確保が確実になされるよう」にすることと

されていることを踏まえ、地域医療に従事する明確な意思を有し、卒業後に地域に定

着する可能性が高い学生を、当該定員枠を充足する人数分確実に確保することができ

るよう、入学者の選抜の時点で、当該定員枠について一般枠等とは別の選抜枠を設定

することが適切である。 

 

２．キャリア形成プログラムの内容 

（１）対象者 

ア キャリア形成プログラムは、次に掲げる者を対象とするものとする。 

① 都道府県が修学資金を貸与した地域枠医師 

② 市町村、大学等が修学資金を貸与した地域枠医師 

③ 修学資金が貸与されていない地域枠医師 
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④ 自治医科大学を卒業した医師 

⑤ その他キャリア形成プログラムの適用を希望する医師 

イ 都道府県は、①④⑤に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適

用しなければならない。ただし、④については、平成 31年度以降に同大学の医学部

に入学した者に限るものとし、それ以前の入学者については、都道府県は、その者

の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用するよう努めるものとする。 

ウ 都道府県は、②③に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用

するよう努めなければならない。 

エ キャリア形成プログラムは、都道府県とキャリア形成プログラムの適用を受ける

医師（以下「対象医師」という。）の間で締結される契約であり、対象医師は、これ

を満了するよう真摯に努力しなければならないものと位置付けられるものである。 

 

（２）コース 

ア 都道府県は、キャリア形成プログラムが対象医師の希望に対応したものとなるよ

う努めなければならない。このため、個々の対象医師の希望に対応可能となるよう、

キャリア形成プログラムに、診療科や就業先となる医療機関等の種別ごとに、複数

のコースを設けるものとする。例えば、地域の診療所に派遣されている間も専門医

取得に必要な経験、技術を得ることが可能なコースや、対象期間を通じて大学病院

に勤務しないコース等が考えられる。 

イ 特定の診療科での就業が修学資金の貸与要件となっている場合には、当該診療科

のコースを必ず設定するものとする。 

その他の診療科については、地域医療対策協議会における協議に基づき、当該都

道府県において必要とされる診療科を中心にコースを設定することとし、当該都道

府県において特に政策的に確保が必要な診療科（救急科、小児科、産科、総合診療

科等）については、都道府県は、コースを設定するだけでなく、例えば学生時点か

ら継続的な働きかけを行う等の方法により、当該コースを選択する対象医師の数を

増やす取組を行い、必要な医師数が確保されるよう努めるものとする。 

ウ 個々のコースにおいて、取得可能な専門医等の資格や修得可能な知識・技術を明

示することとする。また、コースの設定に当たっては、基幹施設・連携施設におけ

る専門研修の期間等、平成 30年度より開始された専門医の研修プログラムと整合的

なものとなるよう留意することとする。 

 

（３）対象期間 

ア キャリア形成プログラムの各コースの対象期間（医師が当該コースに基づいて医

療機関等に派遣される期間を通算したものをいう。以下同じ。）は、原則として、

９年間とする。このうち、医師が不足している地域等の医療機関における就業期間

を４年間以上とする等、当該地域等における医師の確保を十分に図るために必要な

期間設定を行うこととする。 

なお、 医師が不足している地域は、人口 10万人対医師数や地理的条件（へき地、

離島等）に基づき、都道府県ごとに協議し、設定すること。平成 32 年４月以降は、




